
小
學
と
書

宇
佐
美
　
文
理

は

じ
め
に

　
「
書
書
」
と
し
て
、
近
代
的
意
味
で
の
藝
術
を
考
え
る
と
き
に
重
要
な
位
置
の
一
角
を
占
め
る
「
書
」
は
、
『
周
禮
』
に
お
い
て
六
藝
、

す
な
わ
ち
「
禮
樂
射
御
書
敷
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
敷
え
ら
れ
、
君
子
の
學
ぶ
べ
き
「
技
藝
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
封
す
る
「
書
」

が
、
そ
こ
に
列
せ
ら
れ
な
い
が
た
め
に
、
そ
の
社
會
的
地
位
の
向
上
に
苦
心
し
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
六
藝
」
は
、
『
周
禮
』
あ
る
い
は
『
周
禮
』
撰
述
に
近
い
時
代
の
話
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
宋
代
に
は
こ
の

六

藝
を
た
し
な
む
べ
し
と
い
う
積
極
的
な
議
論
は
す
で
に
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
の
技
藝
を
す
べ
て
こ
な
す
こ
と
の
で
き
る

士

大
夫
は
存
在
し
な
い
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
。
確
か
に
書
は
六
藝
の
一
と
し
て
、
檜
書
と
は
違
っ
て
既
に
君
子
の
藝
と
し
て
の
地
位
を

確
立

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
も
そ
も
『
周
禮
』
六
藝
と
は
、
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
後
ど
う
い

う
経
緯
を
た
ど
る
の
か
、
そ
れ
を
す
こ
し
考
え
て
み
た
い
。

　
論
鮎
は

二

つ
。
ひ
と
つ
は
、
小
學
と
書
と
の
關
係
で
あ
る
。
周
禮
六
藝
は
、
小
學
で
教
え
ら
れ
た
、
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
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な
意
味
を
持
つ
の
か
。

で
あ
る
。

も
う
一
黙
は
、
書
が
目
録
分
類
史
上
ど
の
よ
う
な
愛
遷
を
た
ど
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
、

六
藝
と
小
學

　

『
漢
書
』
藝
文
志
は
、
六
藝
略
小
學
の
序
に
お
い
て
、

　
　
古
者
、
八
歳
に
し
て
小
學
に
入
る
。
故
に
周
官
保
氏
、
國
子
を
養
ふ
を
掌
り
、
之
に
六
書
を
教
ふ
。

と
す
る
。
こ
こ
で
保
氏
が
現
れ
る
の
は
、
『
周
禮
』
保
氏
に
、

　
　
國
子

を
養
ふ
に
道
を
以
て
し
、
乃
ち
之
に
六
藝
を
教
ふ
。
一
に
曰
く
五
禮
・
：
五
に
日
く
六
書
。

と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
『
漢
書
』
は
、
保
氏
が
教
え
た
も
の
、
即
ち
周
禮
六
藝
が
、
小
學
で
教
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
後

世

こ
の
記
述
が
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
通
用
し
て
い
く
。
し
か
し
、
『
周
禮
』
は
果
た
し
て
小
學
で
六
藝
を
、
あ
る
い
は
六
書
を
教
え

て

い

た
と
考
え
て
い
た
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
六
藝
の
、
ま
た
書
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
た
と
え
ば
『
大
戴
禮
記
』
の

　
　
古
者
、
年
八
歳
に
し
て
出
で
て
外
舎
に
就
き
て
小
藝
を
學
び
、
小
節
を
履
む
。
束
髪
に
し
て
太
學
に
就
き
、
大
藝
を
學
び
、
大
節
を

　
　
履
む
。
（
保
傅
）

に

つ
い

て
、
盧
辮
が
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小
學
、
虎
門
を
謂
ふ
。
師
保
の
學
な
り
。
（

と
註
繹
し
た
こ
と
に
見
え
る
よ
う
に
、
小
學
で
教
え
る
の
は
師
保
の
學
、
即
ち
周
禮
六
藝
と
み
な
さ
れ
、
「
小
學
で
六
藝
を
教
え
る
」
と

い

う
『
漢
書
』
藝
文
志
の
考
え
が
通
念
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
小
學
」
と
い
う
言
葉
が
現
れ
る
の
は
、
保
傅
篇
に
も
言
葉
は

出
る
が
、
「
八
歳
に
し
て
云
々
」
か
ら
言
え
ば
、
『
尚
書
大
傳
』
に
見
え
る
小
學
の
こ
と
を
意
識
す
る
だ
ろ
う
。

　
　＋
五
に

し
て
小
學
に
入
り
・
＋
八
に
し
て
大
學
に
入
る
②

こ
れ
と
保
氏
の
記
述
を
あ
わ
せ
て
、
『
漢
書
』
藝
文
志
の
記
述
が
現
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
盧
辮
が
同
庭
の
注
の
最
後
に
、

　
　
内
則
の
十
年
に
し
て
出
で
て
外
傅
に
就
き
、
外
に
居
宿
し
て
書
計
を
學
ぶ
と
日
ふ
者
は
、
公
卿
以
下
の
子
を
家
に
教
ふ
る
を
謂
ふ
な

　
　
り
。

と
、
内
則
を
引
い
て
い
る
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
實
は
六
藝
全
て
を
小
藝
（
あ
る
い
は
小
學
の
科
目
）
と
し
て
よ
い
か
は
問
題
が
あ

る
。
内
則
は
、
こ
の
「
十
年
で
書
計
を
學
ぶ
」
と
し
た
の
ち
に
、

　
　
十
有
三
年
に
し
て
樂
を
學
び
、
詩
を
請
し
、
勺
を
舞
ふ
。
成
童
に
し
て
象
を
舞
ひ
、
射
御
を
學
ぶ
。
二
十
に
し
て
冠
し
、
始
め
て
禮

　
　
を
學
び
、
以
て
裏
吊
を
衣
る
べ
し
。
大
夏
を
舞
ひ
、
惇
く
孝
弟
を
行
ふ
。
（
『
禮
記
』
内
則
）

と
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
が
小
學
の
科
目
（
小
藝
）
で
い
ず
れ
が
大
學
の
科
目
（
大
藝
）
か
は
明
確
で
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
八

歳
か

十
歳
か
と
い
う
違
い
こ
そ
あ
れ
、
最
初
に
學
ぶ
の
は
小
藝
で
あ
る
か
ら
、
内
則
に
依
れ
ば
そ
れ
は
「
書
計
」
で
あ
り
、
少
な
く
と
も

書
計
が

小
藝
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
問
題
と
し
て
残
る
の
は
、
「
小
學
」
が
、
内
則
の
文
脈
の
中
で
は
で
は
ど

こ
に
警
つ
け
ら
れ
る
の
か
・
と
い
う
こ
と
で
あ
る
…

　
と
こ
ろ
で
、
『
漢
書
』
藝
文
志
を
引
き
つ
ぐ
『
惰
書
』
経
籍
志
は
、
内
則
に
從
っ
て
い
る
。
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六

年
　
之
に
敷
と
方
名
と
を
教
ふ
。
十
歳
　
小
學
に
入
り
、
書
計
を
學
び
、
二
十
に
し
て
冠
し
、
始
め
て
先
王
の
道
を
習
ふ
。
（
小

　
　
學
序
）

　
即
ち
、
内
則
に
從
い
つ
つ
、
十
歳
で
の
學
習
を
「
小
學
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
漢
書
』
藝
文
志
の
「
小
學
で
書
を
學
ぶ
」
襲
想
を

受
け
縫
い
で
い
る
が
、
『
漢
書
』
藝
文
志
と
は
違
っ
て
、
六
書
を
教
え
た
の
で
は
な
く
、
「
書
計
」
と
い
う
讃
み
書
き
そ
ろ
ば
ん
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
「
子
供
」
の
藝
と
し
て
の
書
と
、
「
大
人
」
の
藝
と
し
て
の
書
と
い
う
観
黙
で
考
え
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
こ
で
は
議
論
す
る
除
裕
が
な
い
が
、
「
藝
術
」
全
般
に
つ
い
て
、
政
治
家
と
し
て
の
士
大
夫
の

藝
で
あ
る
「
午
前
の
藝
」
と
、
退
朝
後
の
「
午
後
の
藝
」
す
な
わ
ち
現
代
の
意
味
で
の
藝
術
の
意
味
に
近
い
藝
、
と
い
う
対
比
と
と
も
に

さ
ら
に
考
察
が
必
要
な
問
題
で
あ
る
。

二
　
小
學
と
い
う
分
類

　
前
章
で
見
た
の
は
、
「
小
學
」
と
い
う
教
育
シ
ス
テ
ム
の
話
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
小
學
」
と
言
う
と
き
、
も
う
ひ
と
つ
書
物
あ
る
い
は

學
術
の
分
類
と
し
て
の
小
學
が
あ
る
。
通
常
、
教
育
シ
ス
テ
ム
上
の
小
學
の
方
が
先
行
し
て
存
在
し
、
そ
の
言
葉
を
、
小
學
と
い
う
學
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

分
類
は
採
用
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
（
し
か
し
、
こ
の
二
つ
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
學
問
の
分
類
と

い
う
黙
か
ら
す
こ
し
考
え
て
み
た
い
。

　
小
學

と
い
う
分
類
を
考
え
る
と
き
、
ま
ず
問
題
に
な
る
の
は
『
漢
書
』
藝
文
志
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
『
爾
雅
』
が
孝
経
類
に
お
か
れ
た
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こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
色
々
と
先
人
を
悩
ま
せ
て
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
王
先
謙
が
、
藝
文
志
の
補
注
で
、
鄭
玄
の
『
六
藝
論
』
と
『
駁

五
経
異
義
』
を
引
い
た
う
え
で
、

　
　
然

ら
ば
則
ち
爾
雅
と
孝
経
、
同
じ
く
稗
経
総
會
の
書
な
り
。
故
に
孝
経
家
に
列
入
す
。
惰
志
の
析
け
て
論
語
に
入
れ
る
は
非
な
り
。

と
す
る
の
が
、
お
そ
ら
く
最
も
穏
當
で
一
般
的
な
解
繹
で
あ
ろ
う
。
（
し
か
し
、
あ
る
い
は
『
孝
経
』
を
稗
教
総
會
の
書
だ
と
考
え
る
と

し
て
も
、
ど
う
し
て
も
氣
に
な
る
の
は
、
小
學
類
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
爾
雅
』
が
小
學
類
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
劉

光
費
『
前
漢
書
藝
文
志
注
』
は
、
孝
経
類
ま
で
を
劉
向
と
し
、
小
學
は
劉
歌
と
す
る
が
、
そ
れ
は
い
さ
さ
か
大
臆
で
は
な
い
か
と
思

わ

れ

る
。
し
か
し
、
『
郡
齋
讃
書
志
』
の
よ
う
に
「
『
爾
雅
』
は
小
學
の
類
で
あ
っ
て
、
孝
経
類
に
附
す
る
の
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
」
と
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

で
断
定

出
來
る
の
か
と
言
わ
れ
る
と
、
そ
れ
も
躊
躇
さ
れ
る
。
、
ち
な
み
に
余
嘉
錫
は

　
　
孝
経
部
、
古
今
字
と
小
爾
雅
を
↓
類
と
爲
す
。
按
ず
る
に
、
爾
雅
は
訓
詰
の
類
な
り
。
義
理
を
主
と
す
。
古
今
字
は
、
蒙
隷
の
類
な

　
　
り
。
形
髄
を
主
と
す
。
則
ち
古
今
字
は
必
ず
當
に
史
摘
倉
韻
の
諸
篇
に
依
り
て
類
を
爲
す
べ
く
、
當
に
爾
雅
と
類
を
爲
す
べ
か
ら
ず
。

　
　
又
た
二
書
亦
た
當
に
孝
経
に
入
る
べ
か
ら
ず
。
（
『
校
讐
通
義
』
）

と
し
て
お
り
、
『
郡
齋
讃
書
志
』
の
考
え
方
を
引
き
つ
ぐ
。
し
か
し
、
桃
振
宗
が
そ
れ
ら
を
同
じ
一
類
の
學
で
相
表
裏
す
る
者
と
し
た
う

え
で
、

　
　
漢
の
時
、
皆
以
て
小
學
と
爲
さ
ず
。
（
『
漢
書
藝
文
志
條
理
』
）

と
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
確
か
に
『
『
爾
雅
』
と
小
學
書
は
似
て
い
る
が
、
『
爾
雅
』
は
漢
代
に
は
小
學

で
は

な
か
っ
た
。
端
的
に
言
え
ば
、
『
爾
雅
』
は
、
軍
に
「
文
字
」
の
書
物
で
は
な
く
、
経
義
に
直
接
關
わ
る
も
の
と
し
て
、
「
小
學
」
で

は

な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
時
黙
で
は
、
小
學
と
い
う
分
類
は
、
経
義
に
關
わ
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
六
書
と
い
う
理
論
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が

問
題
に
な
る
よ
う
な
學
で
も
な
く
、
「
文
字
が
書
け
る
」

た
・
書
計
の
「
書
」
が
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
・
の

三

　
「
道
藝
」
と
い
う
概
念

と
い
う
レ
ベ
ル
の
も
の
、
つ
ま
り
、
ま
さ
し
く
「
小
學
」
に
お
い
て
學
ば
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
も
う
一
黙
、
六
藝
の
書
を
考
え
る
と
き
に
問
題
に
な
る
の
が
、
『
周
禮
』
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
「
道
藝
（
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
先
に

も
鯛
れ
た
が
『
周
禮
』
保
氏
は
「
養
國
子
以
道
、
乃
教
之
六
藝
」
と
す
る
が
、
こ
こ
で
「
道
」
と
「
藝
」
は
ど
の
よ
う
な
關
係
に
あ
る
の

か
。
鄭
玄
は
、

　
　
國
子
を
養
ふ
に
道
を
以
て
す
と
は
、
師
氏
の
徳
行
、
審
ら
か
に
之
を
喩
へ
、
而
る
後
に
之
に
教
う
る
に
藝
儀
を
以
て
す
る
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

と
し
、
こ
こ
で
い
う
道
を
、
『
周
禮
』
に
お
い
て
保
氏
の
直
前
に
あ
る
「
師
氏
」
が
教
え
る
三
徳
三
行
と
い
う
、
「
徳
行
（
」
の
こ
と
を
指

す

と
し
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
「
徳
行
」
を
教
え
た
上
で
、
あ
る
い
は
「
徳
行
」
を
獲
得
し
た
上
で
、
六
藝
を
教
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
「
道
藝
」
は
、
「
道
に
基
づ
く
藝
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
し
か
し
鄭
玄
は
、
こ
の
「
道
藝
」
の
語
を
、
「
道
に
基
づ
く
藝
」
で
は
な
く
、

い
わ
ば

「
道

1
1
藝
」
と
し
て
「
徳
」
と
封
置
さ
せ
て
解
鐸
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
大
司
樂
「
凡
有
道
者
、
有
徳
者
、
使
教
焉
」

に

封
す
る
鄭
注
、

　
　
道
は

才
藝
多
き
者
、
徳
は
躬
行
を
能
く
す
る
者
な
り
。
舜
の
壁
に
命
じ
て
樂
を
典
ど
り
冑
子
を
教
へ
し
む
る
是
な
り
。

が

そ

れ
で

あ
る
。
（
鄭
玄
は
、
こ
こ
で
は
「
道
」
と
「
徳
」
を
、
「
道
1
1
才
藝
」
と
「
徳
1
1
躬
行
」
と
い
う
セ
ッ
ト
と
し
て
解
稗
し
よ
う
と
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す
る
。
（
た
だ
し
、
こ
れ
は
す
べ
て
こ
れ
で
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
鄭
玄
は
『
禮
記
』
少
儀
の
、

　
　
品
味
を
問
ふ
に
、
子
は
亟
し
ば
某
を
食
す
る
か
と
日
ひ
、
道
藝
を
問
ふ
に
、
子
は
某
を
習
ふ
か
、
子
は
某
を
善
く
す
る
か
と
日
ふ
。

に

見
え
る
「
道
藝
」
に
は
、

　
　
道
は
三
徳
三
行
な
り
、
藝
は
六
藝
な
り
。

と
注
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
「
道
」
‖
「
徳
と
行
」
と
し
て
藝
と
封
置
さ
せ
て
い
る
。
た
だ
し
、
少
儀
本
文
を
、
「
そ
れ
を
習

い

ま
し
た
か
、
そ
れ
が
で
き
ま
す
か
」
と
い
う
意
味
と
考
え
る
な
ら
、
か
え
っ
て
道
藝
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
徳
行
を
は
ず
し
て
技
藝
の

み
と
考
え
た
方
が
わ
か
り
や
す
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
孔
穎
達
正
義
が
こ
れ
を
「
習
於
某
道
」
「
善
於
某
藝
」
と
言
い
直
し
た
上
で

　
　
道
は

難
き
が
故
に
習
う
と
稻
し
、
藝
は
易
き
が
故
に
善
と
稻
す
る
な
り
。

と
す
る
の
は
、
い
か
に
も
苦
し
い
。
〔
い
ず
れ
に
し
て
も
、
鄭
玄
の
解
繹
は
揺
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
徳
行
と
道
藝
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
禮
に
注
が
作
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
漢
代
の
現
實
と
の
關
係
を
無
視
出
來
な
い
。
郷
大
夫
の

「
興
賢
者
能
者
」
に
つ
い
て
、
鄭
衆
は

　
　
賢
者
を
興
す
と
は
、
今
の
孝
廉
を
畢
ぐ
る
が
如
し
。
能
者
を
興
す
と
は
、
今
の
茂
才
を
學
ぐ
る
が
若
し
。

と
、
賢
者
に
孝
廉
を
、
能
者
に
茂
才
を
あ
て
て
お
り
、
逼
別
を
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
（
ま
た
鄭
玄
も
同
庵
の
注
で
、

　
　
賢
者
は
徳
行
有
る
者
、
能
者
は
道
藝
有
る
者
な
り
。

と
明
確
に
逼
別
す
る
。
要
す
る
に
、
理
念
的
に
は
賢
者
と
能
者
は
一
艘
で
あ
る
べ
き
も
の
だ
が
、
現
實
的
に
は
両
立
し
て
い
る
人
間
を
探

し
出
す
の
は
難
し
く
、
ど
ち
ら
か
だ
け
で
も
よ
け
れ
ば
、
と
い
う
「
本
音
」
が
出
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。
そ
れ
は
、

　
　
初

め
、
郡
國
を
し
て
孝
廉
を
畢
げ
し
む
る
に
、
年
を
限
る
こ
と
四
十
以
上
、
諸
生
の
章
句
文
史
に
通
じ
、
朧
奏
を
能
く
す
る
も
の
に
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し
て
乃
め
て
選
に
雁
ず
る
を
得
。
其
の
茂
才
異
行
有
る
こ
と
、
顔
淵
子
奇
の
若
き
は
、
年
歯
に
拘
ら
ず
。
（
『
後
漢
書
』
順
帝
紀
）

　
　
雄
又
た

上
言
す

ら
く
、
：
・
自
今
、
孝
廉
は
年
四
十
に
満
た
ざ
れ
ば
察
翠
す
る
を
得
ず
、
皆
な
先
づ
公
府
に
詣
り
、
諸
生
は
家
法
を

　
　
試

み
、
文
吏
は
桟
奏
を
課
し
、
之
を
端
門
に
副
へ
、
其
の
虚
實
を
練
し
、
以
て
異
能
を
観
、
以
て
風
俗
を
美
と
し
、
科
令
を
承
け
ざ

　
　

る
者
有
れ
ば
、
其
の
罪
法
を
正
し
、
若
し
茂
才
異
行
有
れ
ば
、
自
ら
年
歯
に
拘
ら
ざ
る
べ
し
と
。
帝
之
に
從
ふ
。
（
『
後
漢
書
』
左
雄

　
　
列
傳
）

い

ず
れ
も
、
四
十
以
上
で
始
め
て
孝
廉
に
畢
げ
ら
れ
る
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
こ
と
だ
が
、
「
茂
才
」
つ
ま
り
、
現
實
的
な
才
能
を
持
っ
た

人

間
は
、
年
令
に
こ
だ
わ
ら
な
い
と
い
う
、
要
す
る
に
才
能
の
あ
る
人
間
が
欲
し
い
と
い
う
本
音
が
表
れ
た
文
章
に
な
っ
て
い
る
。
孝
廉

と
い
う
徳
行
L
が
必
ず
し
も
「
才
能
」
を
伴
わ
な
い
こ
と
は
・
だ
れ
も
が
承
知
の
こ
と
だ
っ
た
・
⑭

　
先
に
鄭
衆
が
孝
廉
と
茂
才
を
別
々
の
も
の
と
し
て
注
繹
し
た
の
は
、
現
實
に
即
し
た
注
鐸
だ
っ
た
。
が
、
こ
の
部
分
の
『
周
禮
』
自
纏

の

意
味
は
置
く
と
し
て
、
『
周
禮
』
が
も
つ
あ
る
獲
想
つ
ま
り
、
保
氏
な
ら
び
に
鄭
玄
注
に
も
示
さ
れ
る
、
道
の
習
得
に
も
と
つ
く
藝
の

習
得
、
即
ち
徳
と
藝
を
併
せ
持
つ
の
が
理
想
と
い
う
授
想
（
要
す
る
に
賢
者
1
1
能
者
）
、
が
あ
る
も
の
の
、
現
實
に
は
そ
う
う
ま
く
は
い

か

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
理
想
的
人
物
」
は
、
「
想
定
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
題
が
大
事
だ
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
の

ち
の
中
國
の
「
技
術
論
」
の
根
杢
す
な
わ
ち
・
後
代
の
芙
夫
の
藝
術
論
の
原
形
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
回

　
藝
と
人
聞
の
内
面
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
『
禮
記
』
樂
記
の
「
徳
成
る
は
上
、
藝
成
る
は
下
」
が
あ
ま
り
に
も
有
名
で
、
鄭
玄
も
『
周

禮
』
を
意
識
し
つ
つ
「
徳
は
三
徳
、
藝
は
才
技
」
と
注
す
る
わ
け
だ
が
、
『
論
語
』
述
而
の
「
志
於
道
、
擦
於
徳
、
依
於
仁
、
游
於
麸
ご

と
と
も
に
、
『
周
禮
』
の
「
道
藝
」
が
注
鐸
者
達
を
憎
ま
せ
た
現
實
は
、
後
世
の
藝
術
理
論
史
に
大
き
な
影
を
投
げ
て
い
る
と
見
ね
ば
な

る
ま
い
・
個
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四
　
目
録
學
史
的
考
察

　
さ
て
、
話
を
『
漢
書
』
藝
文
志
に
も
ど
し
て
、
そ
こ
か
ら
宋
代
ま
で
の
流
れ
を
見
て
お
き
た
い
。

　

『
漢
書
』
藝
文
志
で
は
、
書
は
「
小
學
附
近
」
に
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
他
の
五
藝
が
『
漢
書
』
藝
文
志
で
ど
こ
に
分
類
さ
れ

た

か

を
見
て
お
こ
う
。
六
藝
略
に
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
豫
想
さ
れ
る
禮
樂
は
よ
し
と
し
て
、
射
、
御
、
敷
は
ど
こ
に
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
敷
は
、
敷
術
略
の
存
在
が
氣
つ
か
れ
る
。
敷
術
略
は
必
ず
し
も
六
藝
の
敷
と
は
一
致
せ
ず
、
多
様
な
も
の
を
含
む
こ
と
に
注
意
が

必
要
だ

が
、
そ
の
名
稻
に
「
敷
」
が
入
る
こ
と
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
そ
こ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
具
髄
的
に
は
、
「
暦
譜
」

の
属

に
、
「
許
商
算
術
」
「
杜
忠
算
術
」
が
あ
る
。
た
だ
し
、
暦
譜
の
末
尾
に
付
録
の
よ
う
な
印
象
を
與
え
る
配
置
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
敷

術
略
自
魑
が
史
官
に
基
づ
き
、
占
ト
を
第
一
の
分
類
理
念
と
す
る
と
明
確
に
序
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
暦
の
た

め

の
基
礎
學
と
し
て
存
在
と
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で

は
、
射
御
は
ど
う
か
。
豫
想
さ
れ
る
の
は
兵
書
略
で
あ
ろ
う
。
そ
の
兵
技
巧
類
に
、
「
逢
門
射
法
」
を
は
じ
め
と
し
た
射
法
四
部
ほ
か

が

著
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
兵
技
巧
の
小
序
に
は
、

　
　
技
巧

な
る
者
は
、
手
足
に
習
い
、
器
械
に
便
に
、
機
關
を
積
み
て
、
以
て
攻
守
の
勝
ち
を
立
つ
る
者
な
り
。

と
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
純
粋
な
技
術
の
書
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
兵
技
巧
は
色
々
と
問
題
を
含
ん
で
お
り
、

『
蒲
宜
子
ざ
法
』
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
『
五
子
青
』
も
あ
り
、
『
蹴
鞠
』
ま
で
も
含
む
。
こ
の
『
蹴
鞠
』
は
、
劉
向
『
別
録
』
が
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武
士

を
練
し
、
有
才
を
知
る
所
以
な
り
。
旧

と
し
て
い
る
よ
う
に
、
射
と
同
じ
「
取
士
」
の
役
割
を
蹴
鞠
に
見
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
五
子
菅
』
に
つ
い
て
は
、
王
慮
麟
『
漢
書

藝
文
志
考
讃
』
が
言
う
よ
う
に
、
伍
子
膏
が
陸
戦
と
船
戦
に
つ
い
て
の
進
言
を
閨
盧
に
し
て
い
る
と
い
う
『
武
経
偲
要
』
の
記
述
に
も
と

づ

け
ば
、
具
髄
的
な
戦
術
に
か
か
わ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
班
固
が
『
七
略
』
か
ら
『
墨
子
』
を
抜
く
と
同
時
に
、
『
司
馬
法
』

も
兵
書
略
か
ら
抜
い
て
六
藝
略
禮
類
に
入
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
、
兵
書
略
は
、
あ
く
ま
で
實
践
的
な
軍
事
書
と
い
う
こ
と

が

で

き
る
。
た
だ
し
、
「
雑
家
兵
法
五
十
七
篇
」
を
含
む
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
諸
子
略
雑
家
類
と
同
様
、
兵
書
で
は
あ
る
も
の
の
、
兵

権
謀
以
下
に
含
め
得
な
い
書
物
を
仕
方
な
く
こ
こ
に
放
り
込
ん
だ
の
で
は
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
周
禮
六
藝
」
の
ま
と
ま

り
は
、
既
に
こ
の
時
鮎
で
解
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
意
味
の
な
い
指
摘
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
に
見
る
よ
う
に
、

實
際
に
宋
代
に
は
こ
れ
が
ま
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
『
階
書
』
経
籍
志
は
大
き
く
攣
化
を
す
る
。
關
係
す
る
箇
所
を
畢
げ
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
経
部
小
學
類
　
蒼
韻
篇
、
千
字
文
、
説
文
解
字
、
「
四
髄
書
勢
」
、
石
経

　
　
史
部
簿
録
類
　
七
略
、
法
書
目
録
、
文
章
志
（
四
巻
）
、
書
品
、
（
名
手
書
録
）

　
　
子
部
雑
家
類
　
道
術
志
三
巻
、
述
伎
藝
一
巻

　
　
子
部
兵
家
類
　
碁
品

　
書
に
關
す
る
書
物
は
、
経
部
小
學
類
と
史
部
簿
録
類
に
分
割
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
簡
軍
に
言
え
ば
、
文
字
に

關
わ
る
も
の
が
小
學
に
、
作
品
あ
る
い
は
評
論
に
關
わ
る
も
の
が
簿
録
に
と
い
う
構
造
に
な
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
書
に
お
い
て
の
「
作

品
」
な
り
「
評
論
」
な
り
の
意
識
の
成
立
を
讃
み
取
る
こ
と
は
や
さ
し
い
。
し
か
し
、
問
題
は
、
法
書
目
録
や
書
品
が
簿
録
類
に
あ
る
と

一 94一



い

う
こ
と
で
あ
る
。
六
朝
期
に
い
わ
ゆ
る
藝
術
に
關
す
る
「
評
論
」
が
登
場
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
『
惰
書
』
経
籍
志

も
既
に
評
論
書
と
い
う
も
の
に
封
す
る
意
識
は
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
反
映
し
て
、
『
文
心
離
龍
』
『
文
章
流
別
集
』
は
、
文
學

の
評
論

な
の
で
、
文
學
の
分
類
で
あ
る
偲
集
類
に
牧
め
ら
れ
る
。
碁
品
が
兵
家
類
に
あ
る
の
も
、
廣
義
の
「
兵
法
」
に
關
す
る
評
論
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
様
な
意
識
に
基
づ
く
。
從
っ
て
、
『
書
品
』
は
、
「
書
」
が
本
來
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
分
類
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
な
い
」
の
で
、
簿
録
類
に
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
檜
圭
且
に

關
す
る
「
名
手
書
録
」
が
簿
録
類
に
あ
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
檜
書
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
「
檜
書
」
と
い
う
分
類
が
ま
だ
存
在
し

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
書
の
場
合
は
檜
書
と
は
相
當
状
況
が
異
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
小
學
に
行
く
可
能
性
も

あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
惰
書
』
経
籍
志
は
小
學
に
は
入
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
る
の
か
。

　
書
は
、
書
く
も
の
、
で
あ
っ
た
。
小
學
は
、
も
ち
ろ
ん
書
く
こ
と
も
關
係
す
る
わ
け
だ
が
、
「
知
る
」
こ
と
が
先
行
す
る
。
そ
し
て
そ

れ

は
、
正
し
く
書
く
こ
と
だ
け
が
求
め
ら
れ
た
。
「
ど
の
よ
う
に
書
く
か
」
は
少
な
く
と
も
目
録
上
の
小
學
で
は
問
題
と
さ
れ
な
か
っ
た

の

で
あ
る
。

　
績
い
て
『
奮
唐
書
』
経
籍
志
は
、
経
部
小
學
類
の
内
容
は
ほ
ぼ
『
惰
書
』
経
籍
志
と
同
じ
だ
が
、
『
書
品
』
が
簿
録
類
か
ら
小
學
類
に

移
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『
菖
唐
書
』
経
籍
志
に
お
け
る
雑
藝
術
類
の
登
場
と
合
わ
せ
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
七
録
』
に
既
に

存
在
し
て
い
た
の
だ
が
（
術
技
略
の
な
か
の
雑
藝
部
）
、
た
だ
『
七
録
』
は
序
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
何
が
入
っ
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な

い
。
『
奮
唐
書
』
経
籍
志
の
雑
藝
術
類
に
は
、
『
投
壼
』
『
六
博
』
『
碁
品
』
が
あ
る
。
『
碁
品
』
は
、
惰
志
か
ら
奮
唐
志
に
か
け
て
、
「
兵
↓

雑
藝
術
」
と
動
い
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
雑
藝
術
の
展
開
（
本
來
の
實
用
的
な
意
味
か
ら
、
遊
技
へ
）
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
、

書

も
こ
こ
に
來
て
も
良
さ
そ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
「
書
は
小
學
」
と
い
う
力
が
、
書
は
「
董
と
同
じ
雑
藝
」
と
い
う
意
識
よ
り
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強
か

っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
碁
品
等
が
こ
こ
に
來
た
の
は
、
「
藝
術
」
の
歴
史
と
し
て
重
要
な
事
實
で
あ

る
。
（
く
り
か
え
す
が
、
こ
れ
は
『
七
録
』
が
す
で
に
そ
う
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）

　
そ
し
て
、
『
崇
文
線
目
』
が
、
大
き
な
韓
回
黙
と
な
る
。
ま
ず
問
題
に
な
る
史
部
目
録
類
は
、
冒
頭
に
「
符
瑞
圖
目
」
が
あ
る
の
み
で
、

あ
と
は
す
べ
て
書
目
。
既
に
目
録
類
と
書
書
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
倒

　
経
部
小
學
類
に
は
、
『
評
書
』
（
太
宗
）
『
千
字
文
』
『
書
品
』
『
法
書
要
録
』
な
ど
が
牧
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
子
部
に
は
、
類
書
の
後

に
、
算
術
類
、
藝
術
類
、
瞥
書
類
、
卜
笠
類
、
天
文
占
書
類
と
績
く
。
こ
の
う
ち
藝
術
類
は
、

　
藝
術
類
　
射
経
：
・
書
品
録
、
唐
書
麟
・
：
歴
代
名
董
記
・
：
棋
訣
：
・
投
壼
経
・
：
相
馬
経
：
・

と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
崇
文
線
目
は
、
禮
樂
射
御
書
藪
と
い
う
も
の
を
重
視
し
た
。
こ
の
「
書
は
小
學
、
書
は
藝
術
」
は
、
『
『
崇
文

総

目
』
を
承
け
る
『
秘
書
省
績
編
到
四
庫
関
書
目
』
『
宋
史
』
藝
文
志
の
二
書
、
さ
ら
に
『
郡
齋
讃
書
志
』
が
そ
の
傾
向
を
受
け
纏
ぐ
。

　
一
方
『
遂
初
堂
書
目
』
は
、
禮
樂
射
御
書
敷
を
重
視
す
る
。
し
か
し
書
に
つ
い
て
は
、
書
書
を
と
も
に
藝
術
類
に
含
め
た
。
そ
し
て
四

庫
全
書
が
そ
の
傾
向
を
受
け
縫
い
で
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
書
が
「
書
董
」
と
セ
ッ
ト
に
な

っ

て

「
藝
術
」
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
要
素
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
藝
術
の
猫
立
、
と
い
う
か
、
書
書
を
藝
術

と
し
て
認
め
る
と
い
う
意
識
が
宋
代
に
進
展
し
、
『
遂
初
堂
書
目
』
は
ま
さ
に
そ
れ
を
膿
現
し
た
、
と
い
う
考
え
。
し
か
し
、
こ
の
宋
代

の
藝
術
に

關
わ
る
目
録
の
大
き
な
饗
化
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
『
崇
文
総
目
』
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
崇
文
縛
目
』
の
意
識
は
、

「
禮
樂
射
御
書
敷
」
の
復
権
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
あ
る
。
士
大
夫
の
技
術
、
と
い
う
意
識
の
復
活
で
あ
る
。
，
た
だ
し
、
『
崇
文
総
目
』
は
、

「
書
」
を
雑
藝
に
い
れ
る
ま
で
の
思
い
切
っ
た
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
封
し
て
、
『
遂
初
堂
書
目
』
は
、
二
つ
の
意
味
で
は
っ

き
り
し
て
い
た
。
一
つ
は
、
禮
樂
射
御
書
敷
と
い
う
構
造
は
守
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
原
理
を
原
理
の
ま
ま
に
守
る
。
そ
れ
は
、
書
を
射
や
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敷

と
同
じ
（
雑
）
藝
術
に
組
み
込
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
を
組
み
込
ん
だ
の
は
、
書
を
「
藝
術
」
と
し
て
、
つ
ま
り
、
「
優

雅
な
技
術
」
「
士
大
夫
の
遊
戯
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
取
り
込
ん
だ
の
か
ど
う
か
、
は
問
題
と
し
て
残
る
。
實
は
、
『
崇
文
線
目
』
の
こ
の

「
禮
樂
射
御
書
敷
」
の
尊
重
は
、
極
め
て
圖
式
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
宋
代
の
士
大
夫
が
、
「
射
」
や
「
御
」
に
は
全
く
か
か

わ

っ

て

い

な
い
。
も
ち
ろ
ん
目
録
は
、
源
流
を
大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の
理
念
と
し
て
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り
に
現

實
と
乖
離
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
從
っ
て
、
『
遂
初
堂
書
目
』
の
と
っ
た
態
度
は
、
一
面
で
は
原
理
的
、
一
面
で
は
（
現
代

の
視
鮎
か

ら
見
る
と
）
藝
術
と
い
う
護
想
の
表
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
今
少
し
書
に
注
目
し
て
『
遂
初
堂
書
目
』
を
見
て
み
よ
う
。
尤
表
は
藝
術
の
と
こ
ろ
の
「
最
初
」
に
書
を
持
っ
て
き
て
い
る
。
順
序
は
、

　
　
書
、
書
、
算
、
投
壼
、

で

あ
る
。
封
し
て
『
崇
文
総
目
』
を
再
度
確
認
す
る
と
、
敷
術
が
掲
立
し
て
藝
術
の
前
に
あ
り
、
藝
術
に
「
書
」
が
な
い
の
は
當
然
と
し

て
、
檜
書
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
「
射
」
か
ら
始
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
『
遂
初
堂
書
目
』
と
は
違
っ
て
、
こ
の
「
禮

學
射
御
書
敷
」
意
識
は
強
烈
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
比
べ
た
と
き
、
『
遂
初
堂
書
目
』
は
や
は
り
「
書
董
」
の
か
た
ま
り
で
あ
る
こ
と

が

重
要

で
、
と
り
わ
け
、
檜
書
の
進
出
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
そ

の

後
、
た
と
え
ば
『
國
史
経
籍
志
』
が
算
法
を
小
學
に
入
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
逆
に
『
昧
望
館
書
目
』
が
字
學
を
子
部
に
移
し
た

こ
と
な
ど
、
結
局
は
「
六
藝
」
と
い
う
基
本
的
発
想
を
も
と
に
し
た
こ
の
二
つ
の
力
が
ど
の
よ
う
に
か
か
る
の
か
と
い
う
の
が
、
書
の
目

録
學
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。
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お
わ

り
に

　

こ
こ
ま
で
、
「
六
藝
の
一
つ
で
あ
る
書
は
、
六
書
と
し
て
小
學
で
教
え
ら
れ
て
お
り
、
小
學
が
経
書
に
準
じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ

っ

て
、
書
は
士
大
夫
の
教
養
と
し
て
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
」
、
と
い
う
記
述
が
必
ず
し
も
確
實
で
な
い
こ
と
、
ま
た
、
六
藝
が
『
漢

書
』
藝
文
志
の
段
階
で
は
既
に
六
藝
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
解
消
し
て
い
た
が
、
宋
代
に
そ
れ
が
復
活
し
、
そ
の
こ
と
が
宋
代
に
お
け
る

現

代
の
意
味
で
の
「
藝
術
」
の
成
立
に
か
か
わ
っ
た
こ
と
を
見
て
き
た
。
書
と
い
う
も
の
の
學
問
あ
る
い
は
文
化
全
艘
で
の
位
置
に
つ
い

て

は
、
さ
ら
に
各
方
面
か
ら
の
分
析
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
細
部
に
踏
み
込
め
て
い
な
い
本
稿
は
そ
の
ほ
ん
の
一
端
を

示

し
得
た
に
過
ぎ
な
い
。
「
道
藝
」
と
い
う
概
念
と
そ
の
注
繹
が
持
っ
て
い
る
問
題
と
共
に
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
今
は
筆
を
欄
く
。
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こ
の
部
分
、
小
學
の
上
に
外
舎
を
補
う
べ
き
か
な
ど
、
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
し
ば
ら
く
孔
廣
森
補
注
本
に
よ
る
。

『
儀
禮
経
博
通
解
』
春
十
七
所
引
。
十
五
年
で
小
學
に
入
る
、
は
『
白
虎
通
』
に
も
見
え
る
。
『
尚
書
大
傳
』
の
異
文
も
含
め
、
『
白

虎
通
疏
讃
』
の
當
該
部
分
（
巻
六
「
辟
雍
」
）
参
照
。

柳
之
栗
氏
は
、
書
敷
を
小
藝
、
禮
樂
射
御
を
大
藝
と
す
る
。
同
氏
「
西
周
官
學
〈
六
藝
〉
之
教
的
衰
落
和
孔
子
私
學
的
教
育
課
程

及

其
影
響
」
（
『
安
徽
師
大
學
報
』
（
哲
學
社
會
科
學
版
）
一
九
八
五
年
第
一
期
）
ま
た
、
六
藝
の
書
が
「
小
學
の
技
で
あ
っ
て
、



大
學
の
道
で
は
な
い
」
と
い
う
指
摘
は
、
呉
鵬
「
〈
六
藝
之
一
〉
與
〈
翰
墨
小
道
〉
」
（
『
文
藝
研
究
』
二
〇
一
〇
第
一
〇
期
）
に
見

え
る
。
な
お
、
後
世
、
こ
の
『
漢
書
』
藝
文
志
の
技
言
が
確
定
し
て
い
く
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
許
愼
の
襲
言
、
「
周
禮
、
八
歳
入

小
學
、
保
氏
教
國
子
先
以
六
書
」
（
『
説
文
解
字
』
十
五
篇
上
）
の
影
響
も
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
（
こ
の
「
八
歳
入
小
學
」
が

『
周
禮
』
に
見
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
定
ま
ら
な
い
が
、
阿
辻
哲
次
「
「
史
書
」
と
「
史
編
」
」
（
『
人
文
論
集
』
三
三

號
）
が
「
周
の
禮
制
」
と
す
る
の
が
穏
當
か
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
本
稿
は
、
『
漢
書
』
藝
文
志
の
記
述
の
影
響
を
考
え
た
い
。
）

な
お
、
段
玉
裁
は
、
こ
の
「
周
禮
、
八
歳
入
小
學
」
に
封
し
て
、
『
大
戴
禮
記
』
保
傅
、
同
・
庭
盧
注
、
『
白
虎
通
』
を
大
子
の
禮
、

『
尚
書
大
傳
』
「
十
三
始
入
小
學
」
を
世
子
入
學
の
期
、
『
尚
書
大
傳
』
「
十
五
始
入
小
學
」
を
、
晩
成
な
る
者
は
十
五
才
、
早
成

な
る
者
は
十
八
才
、
と
し
、
内
則
は
「
公
卿
以
下
教
子
於
家
也
」
と
し
て
、
各
記
述
の
「
年
令
の
差
」
を
説
明
し
た
後
、
『
漢
書
』

食
貨
志
と
『
白
虎
通
』
が
八
才
と
し
、
許
愼
も
「
八
歳
入
小
學
」
と
す
る
の
は
、
教
法
を
概
説
し
た
の
で
あ
っ
て
、
專
ら
「
大
子
」

の

こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
内
則
に
關
し
て
は
、
「
六
年
教
之
敷
與
方
名
」
つ
ま
り
六
才
で
既
に
書
と
「
算
」

を
修
得
し
、
さ
ら
に
十
才
に
な
る
と
外
傅
に
つ
い
て
「
六
書
の
理
」
と
「
九
敷
の
法
」
い
わ
ば
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
し
て
書
計
の
理
論

を
學
ぶ
の
だ
と
し
、
だ
か
ら
内
則
は
「
十
年
學
書
計
」
と
言
う
の
で
あ
っ
て
、
他
書
が
「
八
才
」
と
す
る
の
は
「
所
傳
不
同
」
で

か
た

づ

け
る
。
そ
し
て
、
「
周
禮
に
は
「
八
才
入
小
學
」
と
い
う
文
章
は
無
い
の
だ
が
、
こ
の
後
に
保
氏
が
で
て
く
る
の
で
、
合

わ

せ
て

周
禮
に
か
け
て
記
述
し
た
」
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
部
分
の
説
明
は
「
不
可
能
」
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
『
漢

書
』
藝
文
志
の
記
述
に
基
づ
く
襲
想
、
即
ち
、
漢
代
に
な
っ
て
か
ら
考
え
出
さ
れ
た
記
述
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
ま
た
孫

話
譲

は
、
周
禮
六
藝
を
、
『
大
戴
禮
』
保
傅
を
引
い
た
上
で
「
大
小
藝
を
通
じ
て
言
っ
た
も
の
」
と
す
る
。
（
『
周
禮
正
義
』
巻
二

十
六
保
氏
）
い
ず
れ
に
し
て
も
、
他
の
経
書
と
こ
の
保
氏
の
六
藝
を
齪
酷
な
く
説
明
す
る
た
め
に
は
、
な
ん
ら
か
の
無
理
が
必
要
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（4
）

（5
）

（
6
）

（
7
）

な
の
で
あ
る
。

注

（
3
）
前
掲
阿
辻
論
文
が
指
摘
す
る
、
顔
師
古
の
「
小
學
謂
文
字
之
學
也
、
周
禮
八
歳
入
小
學
、
保
氏
教
國
子
以
六
書
、
故
因

名
云
」
（
『
漢
書
』
杜
鄭
傳
注
）
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ま
た
、
同
阿
辻
論
文
に
よ
る
前
漢
代
の
「
小
學
」
の
用
例
の
分
析
と
小
學

と
い
う
學
問
の
成
立
に
關
す
る
見
解
、
な
ら
び
に
漢
代
の
識
字
教
育
の
場
の
検
討
な
ど
も
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
當
時
の
所
謂
小

學
書
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
幅
田
哲
之
三
説
文
解
字
」
以
前
に
於
け
る
漢
代
小
學
書
の
諸
相
」
（
『
集

刊
東
洋
學
』
六
三
號
）
、
ま
た
同
氏
『
説
文
以
前
小
學
書
の
研
究
』
（
創
文
社
・
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。

黄
侃
も
、
駁
五
経
異
義
と
＋
又
軒
詩
説
を
引
い
た
上
で
、
そ
れ
ら
が
『
爾
雅
』
が
六
藝
を
解
鐸
し
て
い
る
と
い
う
本
旨
を
得
て
い
る

と
同
時
に
、
「
漢
志
が
『
爾
雅
』
を
孝
経
に
列
し
た
道
理
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
（
「
『
爾
雅
』
略
説
」
）

『
爾

雅
』
が
小
學
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
『
西
京
雑
記
』
に
見
え
る
。
な
お
、
『
管
子
』
弟
子
職
が
『
漢
書
』
藝
文
志

に
お
い
て
孝
経
の
所
に
い
る
こ
と
を
、
宇
都
宮
清
吉
氏
は
、
そ
の
理
由
を
「
充
分
理
解
で
き
る
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
が
、

禮
の

書
物
、
曲
禮
や
内
則
に
似
て
い
る
か
ら
と
す
る
な
ら
、
な
に
ゆ
え
禮
で
は
な
く
孝
経
に
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
（
同
氏

「
管
子
弟
子
職
篇
に
よ
せ
て
」
（
『
中
國
古
代
中
世
史
研
究
』
第
五
章
、
創
文
社
・
一
九
七
七
年
）
参
照
。

識
字
を
旨
と
す
る
小
學
書
と
『
爾
雅
』
と
は
｝
線
を
董
そ
う
と
い
う
考
え
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
『
小
爾
雅
』
の
次
に
『
弟

子

職
』
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
。
た
だ
、
弟
子
職
が
小
學
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
小
學
が
「
教
育
」
つ
ま

り
周
禮
六
藝
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
な
お
四
庫
提
要
は
小
學
の
た
ど
っ
た
歴
史
を
う
ま
く
ま
と
め
て

い

る
。
「
古
小
學
所
教
、
不
過
六
書
之
類
、
故
漢
志
以
弟
子
職
附
孝
経
、
而
史
描
等
十
家
四
十
五
篇
列
爲
小
學
、
惰
志
増
以
金
石

刻
文
、
唐
志
増
以
書
法
書
品
、
已
非
初
旨
、
自
朱
子
作
小
學
以
配
大
學
、
趙
希
弁
讃
書
附
志
遂
以
弟
子
職
之
類
併
入
小
學
、
又
以
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蒙
求
之
類
相
参
拉
列
而
小
學
盆
多
岐
　
、
考
訂
源
流
、
惟
漢
志
根
握
経
義
、
要
爲
近
古
、
今
以
論
幼
儀
者
別
入
儒
家
、
以
論
筆
法

　
　
者
別
入
雑
藝
、
以
蒙
求
之
属
隷
故
事
、
以
便
記
請
者
別
入
類
書
、
惟
以
爾
雅
以
下
編
爲
訓
詰
、
説
文
以
下
編
爲
字
書
、
廣
韻
以
下

　
　
編
爲
韻
書
、
庶
魑
例
謹
嚴
、
不
失
古
義
、
其
有
兼
翠
雨
家
者
、
則
各
以
所
重
爲
主
、
悉
條
其
得
失
、
具
於
本
篇
」

（
8
）
道
藝
と
い
う
言
葉
は
既
に
郷
大
夫
、
州
長
、
薫
正
、
の
條
に
も
見
え
る
が
（
た
と
え
ば
「
以
孜
其
徳
行
察
其
道
藝
」
（
郷
大
夫
）
）
、

　
　

質
公
彦
は
た
だ
「
道
藝
謂
六
藝
」
と
の
み
注
す
る
。

（
9
）
「
以
三
徳
教
國
子
、
一
目
至
徳
、
以
爲
道
本
、
二
日
敏
徳
、
以
爲
行
本
、
三
日
孝
徳
、
以
知
逆
悪
、
教
三
行
、
一
日
孝
行
、
以
親

　
　
父

母
、
二
日
友
行
、
以
尊
賢
良
、
三
日
順
行
、
以
事
師
長
」
（
『
周
禮
』
師
氏
）

（
1
0
）
質
疏
「
経
直
言
道
、
鄭
知
藝
者
、
以
其
云
道
通
物
之
名
、
是
已
有
才
藝
通
教
於
學
子
、
故
知
此
人
多
才
藝
耳
、
但
才
藝
與
六
藝
少

　
　
別
、
知
者
見
雍
也
云
、
求
也
藝
、
鄭
云
、
藝
多
才
藝
、
又
憲
問
云
、
再
求
之
藝
、
文
之
以
禮
樂
、
禮
樂
既
是
六
藝
、
明
上
云
藝
非

　
　
六

藝
也
、
此
教
樂
之
官
、
不
得
以
六
藝
解
之
、
故
鄭
云
道
多
才
藝
也
」
。
樂
の
中
に
出
て
く
る
の
だ
か
ら
六
藝
で
は
な
い
と
い
う

　
　

こ
と
で
、
説
明
に
は
窮
す
る
部
分
で
あ
る
。

（
H
）
大
宰
「
三
日
進
賢
、
四
日
使
能
」
の
鄭
注
「
賢
有
善
行
也
、
能
多
才
藝
者
」
。
な
お
、
孫
詰
譲
は
、
馬
融
が
「
道
、
六
藝
」
（
『
太

　
　
平
御
覧
』
工
藝
部
）
を
引
い
た
う
え
で
、
鄭
玄
も
馬
融
と
同
様
に
考
え
た
と
し
、
大
司
樂
注
「
道
、
多
才
藝
者
、
徳
、
能
躬
行
者
」

　
　

を
畢
げ
、
道
と
藝
が
「
義
同
」
じ
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
（
『
周
禮
正
義
』
保
氏
）
つ
ま
り
、
賀
公
彦
は
「
此
の
道
は
、
即
ち

　
　
上

の

師
氏
の
三
徳
三
行
な
り
。
」
と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
る
が
、
鄭
玄
が
「
養
國
子
以
道
者
、
以
師
氏
之
徳
行
審
喩
之
而
後
教
之

　
　
以
藝
儀
也
」
と
注
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
必
ず
し
も
買
公
彦
の
言
う
よ
う
に
、
師
氏
が
道
を
、
保
氏
が
藝
を
教
え
る
と
い
う
の

　
　

で
は

な
く
、
鄭
玄
は
「
師
氏
が
徳
を
教
え
た
の
に
封
し
て
、
保
氏
は
道
を
教
え
る
。
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
買
公
彦
と
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（1
2
）

鄭
玄
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
孫
論
譲
『
周
禮
正
義
』
を
参
照
。
た
だ
し
、
孫
話
譲
は
「
養
」
の
意
味
か
ら
、
質
公
彦
を
批
判
し
て

い
る
。

先
の
保
氏
に
「
祭
祀
賓
客
會
同
喪
紀
軍
旅
」
が
畢
が
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
は
端
的
に
「
王
畢
」
す
べ

て

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
六
藝
の
教
師
た
る
保
氏
は
、
「
王
」
の
行
動
、
あ
る
い
は
「
國
事
」
と
い
っ

て

も
良
い
で
あ
ろ
う
、
そ
の
す
べ
て
に
つ
い
て
意
見
を
徴
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
こ
の
こ
と
は
、
保
氏

に

績

く
「
司
諌
」
の
記
述
に
「
時
を
以
て
其
の
徳
行
道
藝
を
書
し
、
其
の
能
あ
り
て
國
事
に
任
ず
べ
き
者
を
耕
ず
」
（
嘉
慶
院
元

本
は

「
辮
」
に
作
る
が
、
院
元
校
勘
記
に
よ
り
「
辮
」
に
改
め
る
。
）
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
六
藝
が
あ
く
ま
で
も
「
國

事
」
に
封
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
六
藝
あ
る
も
の
は
、
軍
に
有
用
な
人
材
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

現

實
的
に
そ
の
技
術
が
國
事
に
役
に
立
つ
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
個
人
の
問

題
で
は

な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
世
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
「
藝
術
」
と
い
う
も
の
の
概
念
と
は
ま
っ
た
く
異
な

る
背
景
を
持
つ
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
も
周
禮
六
藝
は
、
國
事
に
關
わ
る
技
術
、
あ
る
い
は
國
の
世
事
に
携

わ

る
人
聞
の
技
術
と
意
識
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
周
禮
』
六
藝
に
か
か
わ
る
も
の
、
と
り
わ
け
「
書
」
は
、
「
技

術
」
か
ら
「
藝
術
」
へ
と
い
う
轄
換
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
よ
う
な
「
國
事
か
ら
個
人
へ
」
と
い
う
側
面
も

指
摘
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
氣
つ
か
れ
る
よ
う
に
、
『
論
語
』
雍
也
に
「
求
や
藝
、
政
に
從
ふ
に
於
い
て
や
、
何

か
有
ら
ん
」
と
い
う
襲
言
も
あ
る
わ
け
で
、
「
藝
」
は
い
ろ
い
ろ
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
問
題
な
の
は
、
「
周
禮
六

藝
」
と
い
う
特
定
の
「
藝
」
が
國
事
に
關
わ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
、
そ
の
後
に
引
き
つ
が
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
な
お
、
趙
壼
「
非
草
書
」
の
「
且
草
書
之
人
、
蓋
伎
藝
之
細
者
耳
、
郷
邑
不
以
此
較
能
、
朝
廷
不
以
此
科
吏
、
博
士
不
以
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此
講

試
、
四
科
不
以
此
求
備
、
徴
聰
不
問
此
意
、
考
績
不
課
此
字
、
徒
善
字
既
不
達
於
政
、
而
拙
草
無
損
於
治
、
推
斯
言
之
、
山
豆

　
　
不

細
哉
」
（
『
法
書
要
録
』
巻
一
）
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
草
書
が
「
藝
術
」
で
あ
る
と
い
う
方
向
に
讃
ま
れ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
よ

　
　
り
も
、
文
字
は
そ
の
よ
う
な
「
畢
選
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
讃
む
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
の
か
。
つ
ま
り
、

　
　
青
木
正
見
が
趙
壼
の
獲
言
を
「
是
は
草
書
が
實
用
か
ら
遠
ざ
か
つ
て
美
術
書
に
進
ん
だ
爲
で
」
と
す
る
（
「
後
漢
の
書
學
」
（
『
青

　
　
木
正
見
全
集
』
）
七
巻
三
七
九
頁
）
が
、
こ
の
文
章
に
見
え
る
よ
う
に
、
「
實
用
か
ら
と
お
ざ
か
っ
た
」
で
は
な
く
、
立
身
出
世
に

　
　
係
わ

ら
な
い
、
と
い
う
要
素
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
、
「
實
用
と
藝
術
」
と
い
う
封
比
と
と
も
に
、
「
國

　
　
用
と
藝
術
」
と
い
う
視
鮎
が
必
要
で
は
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
察
邑
の
「
陳
政
要
七
事
疏
」
に
見
え
る
「
夫
書
書
辞
賦
才

　
　
之

小
者
、
匡
國
理
政
未
有
其
能
」
（
『
後
漢
書
』
察
邑
列
傳
下
）
も
ま
た
そ
の
方
向
か
ら
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
書
の
藝
術

　
　
へ
の
展

開
に
つ
い
て
は
、
近
年
襲
現
の
漢
代
書
潟
資
料
の
分
析
に
基
づ
い
た
、
冨
谷
至
氏
に
よ
る
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。
同
氏

　
　

『
文
書
行
政
の
漢
帝
國
』
（
名
古
屋
大
學
出
版
會
・
二
〇
一
〇
年
）
第
H
編
第
二
章
「
書
暢
．
書
法
．
書
藝
術
」
を
参
照
。

（
1
3
）
間
嶋
潤
一
氏
は
、
孝
廉
を
徳
行
に
、
茂
才
を
道
藝
に
と
明
確
に
分
け
て
解
稗
し
て
い
る
（
『
鄭
玄
と
周
禮
ー
周
の
太
平
國
家
の
構

　
　
想
1
』
第
一
章
第
三
節
（
八
六
頁
）
）
ま
た
、
こ
の
能
者
と
賢
者
の
問
題
は
、
『
周
禮
』
天
官
宰
夫
で
は
「
書
其
能
者
與
其
良
者
、

　
　
而
以
告
干
上
」
と
し
て
、
能
者
と
良
者
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
も
「
鄭
司
農
云
若
今
時
翠
孝
廉
賢
良
方
正
茂
才
異
等
」

　
　
と
、
歯
切
れ
の
わ
る
い
注
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
う
ま
く
漢
制
に
あ
わ
な
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
質
公
彦
も
「
先
鄭
云
、
若
今

　
　
翠
孝
廉
者
、
謂
孝
弟
廉
潔
賢
良
、
即
経
中
良
者
。
謂
有
賢
行
而
良
善
也
。
云
方
正
者
、
人
錐
無
別
行
、
而
有
方
幅
正
直
者
也
。
云

　
　
茂

才
者
、
漢
光
武
謹
秀
時
、
號
爲
茂
才
、
即
経
云
能
者
也
、
云
異
等
者
、
四
科
不
同
等
級
各
異
、
故
云
異
等
」
と
し
て
、
む
り
や

　
　

り
か
み
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
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（1
4
）

（1
5
）

（1
6
）

こ
の
記
事
を
、
一
方
で
儒
教
の
徒
を
、
一
方
で
法
家
の
徒
を
採
用
し
よ
う
と
し
た
と
み
る
の
は
た
と
え
ば
幅
井
重
雅
『
漢
代
官
吏

登

用
制
度
の
研
究
』
第
一
章
第
二
節
（
創
文
社
・
一
九
八
八
年
）
。
要
す
る
に
實
務
に
ひ
い
で
た
人
物
を
取
ろ
う
と
し
て
い
た
と

い

う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
本
文
に
述
べ
た
よ
う
に
、
徳
あ
る
も
の
必
ず
し
も
役
に
は
立
た
ぬ
と
い
う
こ
と
の
裏
返
し
で
も
あ
る
。

鄭
玄
は
六
藝
の
う
ち
書
だ
け
に
、
「
六
書
」
と
し
て
、
實
践
の
細
目
で
な
く
、
原
理
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
『
周
禮
』
六
藝
の
「
書
」
に
そ
の
よ
う
な
原
理
的
部
分
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
、
こ
こ
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
が
、

あ
る
い
は
軍
純
に
「
書
け
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
可
能
性
は
や
は
り
あ
ろ
う
。
六
書
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
阿
辻
哲
次
『
漢
字
學
』

（東
海
大
學
出
版
會
・
一
九
八
五
年
）
を
参
照
。
な
お
鄭
玄
も
、
徳
と
の
關
係
を
説
く
と
こ
ろ
と
、
六
書
を
説
く
と
こ
ろ
と
、
雨

方

あ
る
の
だ
が
、
實
は
そ
れ
は
か
み
合
っ
て
い
な
い
。
八
才
で
は
、
や
は
り
六
書
は
教
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ

る
の
だ
が
、
と
も
か
く
、
六
藝
の
内
容
に
五
禮
な
ど
の
細
目
を
注
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
う
ま
く
か
み
あ
わ
な
く
な
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
六
藝
の
射
御
の
こ
と
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
武
畢
」
に
つ
い
て
も
す
こ
し
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

六

藝
を
、
言
わ
ば
文
藝
と
武
藝
に
分
け
て
考
え
る
襲
想
は
、
既
に
内
則
に
、
「
十
年
で
「
學
書
計
」
、
成
童
（
十
五
以
上
）
で
「
學

射
御
」
」
と
あ
る
こ
と
に
起
源
を
求
め
得
る
。
（
も
ち
ろ
ん
、
六
才
で
既
に
「
か
ず
」
は
お
し
え
て
い
る
の
だ
が
。
）
武
睾
に
關
す

る
最
初
の
記
録
と
さ
れ
る
『
漢
書
』
成
帝
紀
元
延
元
年
の
條
、
「
北
邉
二
十
二
郡
畢
勇
猛
知
兵
法
者
各
一
人
」
（
『
核
除
叢
考
』
巻

二
十
八

「
畢

人
」
「
武
科
殿
試
」
参
照
）
を
見
る
と
、
既
に
、
軍
に
武
藝
に
ひ
い
で
た
だ
け
で
は
な
く
、
「
兵
法
を
知
る
」
こ
と
を

條
件
に
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
射
御
を
習
わ
せ
る
、
と
い
う
意
味
で
は
、
『
績
漢
書
』
百
官
志
引
『
漢
官
儀
』

「
民
年
二
十

三
に

し
て
正
と
爲
し
、
↓
歳
に
し
て
衛
士
と
爲
り
、
一
歳
に
し
て
材
官
騎
士
と
爲
り
、
射
御
騎
馳
戦
陳
を
習
ひ
、
八
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）
月
、
太
守
都
尉
令
長
相
丞
尉
、
會
し
て
都
試
し
、
殿
最
を
課
す
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
色
々
と
解
稗
の
可
能
性
は
あ
る
よ
う
だ
が
、

（重
近
啓
樹
「
秦
漢
の
兵
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
股
周
秦
漢
時
代
史
の
基
本
問
題
』
（
汲
古
書
院
・
二
〇
〇
一
年
）
）
が
、
各
説

を
紹
介
し
、
か
つ
、
内
容
に
つ
い
て
も
概
観
を
與
え
て
く
れ
る
。
）
あ
く
ま
で
も
既
に
兵
士
と
な
っ
て
い
る
者
に
封
し
て
射
御
を

習
わ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
技
藝
を
持
っ
て
、
民
間
か
ら
直
接
取
り
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
習
射
御
」
、
は
月
令

孟
冬
の
文
で
、
『
漢
書
』
韓
延
壽
傳
に
も
見
え
る
。
韓
延
壽
が
射
御
の
こ
と
を
習
わ
せ
た
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
『
周
禮
』
の

（教
育
の
）
考
え
方
に
沿
っ
た
も
の
だ
が
、
同
庭
に
語
ら
れ
る
「
都
試
」
と
の
關
係
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
都
試
に
つ
い

て

は
、
し
ば
ら
く
『
漢
官
儀
』
の
都
試
の
こ
と
だ
と
考
え
て
お
く
が
、
そ
れ
で
は
既
に
兵
士
で
あ
る
人
の
試
験
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
教
育
と
し
て
の
「
習
射
御
」
と
は
か
み
あ
わ
な
い
。
）
な
お
こ
れ
と
關
連
し
て
、
北
宋
慶
暦
三
年
に
、
「
武
學
」
が
開
か
れ
た

こ
と
は
、
以
下
に
見
る
『
崇
文
総
目
』
の
六
藝
ル
ネ
サ
ン
ス
と
考
え
合
わ
せ
る
と
興
味
深
い
。
（
『
日
知
録
』
巻
十
七
武
學
を
参
照
）

『
史
記
』
蘇
秦
列
傳
斐
駆
集
解
所
引
、
『
太
平
御
覧
』
巻
七
五
四
な
ど
。

こ
の
移
動
の
是
非
に
つ
い
て
、
鄭
樵
は
班
固
を
強
く
非
難
す
る
が
、
章
學
誠
は
そ
れ
に
つ
い
て
的
確
な
論
評
を
し
て
い
る
。
『
校

讐
通
義
』
「
鄭
樵
誤
校
漢
志
」
、
ま
た
同
虚
の
王
重
民
の
通
解
を
参
照
。

な
お
『
文
心
離
龍
』
は
集
部
の
文
史
類
。

こ
の
『
崇
文
線
目
』
の
六
藝
重
視
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
術
数
と
の
關
わ
り
で
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
術
敷
類
小
考
」
（
『
陰

陽
五
行
の
サ
イ
エ
ン
ス
　
思
想
編
』
（
京
都
大
學
人
文
科
學
研
究
所
・
二
〇
一
一
年
）
参
照
。
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